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単独随意契約

月

7,966,200 円

31

月

まで

随意契約とした理由

日

円）（うち消費税相当額 724,200

契 約 期 間 年 3

　令和３年２月１２日付け全国知事会と公益社団法人日本医師会による委託の集合契
約（以下「集合契約」という。）に基づいて実施される予防接種法（昭和23年法律第68
号）附則第７条第１項により同法第６条第１項の規定による予防接種とみなす新型コロナ
ウイルス感染症にかかる予防接種については、国が仕組みを構築している。接種記録
や国への報告等については、それに基づいて行う必要がある。このため、新型コロナウ
イルス感染症の予防接種にかかる事務等の委託先については、集合契約の相手方の
新型コロナウイルス感染症にかかる予防接種実施機関（以下「実施機関」という。）と同じ
である必要がある。また、実施機関のほとんどが所属する一般社団法人三田市医師会
については、市内の医療機関を掌握しており、コロナウイルスワクチン接種を行った医
療機関への指導、かかり増し経費の確認、支払い業務を行うことが適切である。
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随 意 契 約 と し た
法 令 根 拠

地 方 自 治 法 施 行 令 第 １ ６ ７ 条 の ２ 第 １ 項 第

（その性質または目的が競争入札に適しないもの）

号 の 規 定 に よ る 。

一般社団法人三田市医師会令和 4 年 4契 約 年 月 日 1 日 契約の相手方

契 約 金 額
（単価契約、実施予定額）

契 約 を 行 っ た 日 令和～

随　意　契　約　結　果　表

案 件 の 概 要
新型コロナウイルス感染症予防接種にかかるＶ－ＳＹＳ、接種記録システムへの入力等
の事務等委託

随 意 契 約 の 種 類

案 件 名 新型コロナウイルス感染症の予防接種にかかる事務等委託

担 当 課 名 健康増進課


